
森林環境税及び森林環境譲与税の創設と使い道

１　森林環境税及び森林環境譲与税の創設

２　森林環境譲与税の使い道

単位：千円

令和元年度 5,534 0 5,534

令和2年度 11,762 0 みどりの基金へ積立て 11,762

令和3年度 11,820 11,820 複合文化施設等大規模改修事業 0

令和4年度 15,804 0 みどりと地球温暖化等対策基金（※）へ積立て 15,804

※令和4年4月に「みどりの基金」から名称を変更しました。

みどりの基金へ積立て

年度
森林環境譲与

税歳入額
事業充当額 使途 基金積立額

森林環境税及び森林環境譲与税のしくみ

納税義務者
公益的機能の発揮

地球温暖化防止機能
災害防止・

国土保全機能
水源涵養機能

インターネットの利用等により使途の公表

市 町 村
●間伐（境界画定、路網の整備等を含む）

●人材育成・担い手確保

●木材利用促進、普及啓発など

●市町村の支援等

都 道 府 県

インターネットの利用等により使途の公表

国：交付税及び譲与税配付金特別会計

私有林人工林面積（林野率により補正）、林業

就業者数、人口により按分

森林環境譲与税

森林環境税

1,000円/年
※賦課徴収は市町村が行う

道府県民税

1,000円/年

市町村民税

3,000円/年

国
税
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人
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民
税
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割

都 道 府 県

市 町 村
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定

令和6年度から施行 施行済（令和元年度）

”森林環境税”は温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な

財源を安定的に確保する観点から、国税として令和元年度より創設されました。

国民から森林環境税が賦課徴収されるのは令和6(2024)年度からですが、都道府県及び市町村に

は地方公共団体金融機構の準備金を使って令和元年度より森林環境譲与税が交付されることとなり

ました。森林現場の課題に早期に対応する観点からです。

多摩市では、公共施設における木材利用促進などに活用しており、令和3年度は、リニューアル

オープンしたパルテノン多摩に国産材を用いた造作家具を設置するなどして活用しました。令和4

年度は活用事業がなかったため、今後の活用に備えて、全額を「みどりと地球温暖化等対策基金」

に積み立てました。


